
第３章（施策の方向性Ⅲ）

掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
上段左 あめだよ 清川　莉子 都立城東特別支援学校小学部 5 年
上段中央 ひまわり 角田　龍司 都立足立特別支援学校高等部 2 年
上段右 多色版画 植木　裕樹 都立永福学園高等部 3 年
下段左 墨による表現　「康」 四方田　康太 都立石神井特別支援学校中学部 1 年
下段中央 HIPPOPOTAMUS 服部　凌久 都立城東特別支援学校小学部 6 年
下段右 こころのふみきり 吉川 　侑輝 都立水元特別支援学校中学部 2 年

変化・進展する社会に対応した
特別⽀援教育の推進
１　デジタルを活用した教育活動の展開
２　変化する社会において自立して生きるための力の育成
３　豊かな心と健やかな体を育むためのスポーツ・芸術教育等の推進
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１ デジタルを活用した教育活၌の開 

 

これまで、特別支援教育においては、児童・生徒

等の障害による学習上ቦは生活上のႍさを改・

ᆴするために、デジタルの活用が進められてきま

した。例えƥ、発することがႍしい児童・生徒等

が、タブレット端末上のǍイコンをࣥしてೄに意

౩をえるなど、個々の障害のඡ態等に応じて活用

されてきたとこǂです。 

こうした活用の方にइえ、改訂された新しい学

習指導要領では、学習の基盤となる資質・能力であ

る情報活用能力の育成を図るために、デジタルをู

ઇ的に活用するよう新たにಘされました。さらに、

各教科等の指導計画の作成にဴたっての配ፄ事ஶ

として、デジタルの活用にするਊ定をಘし、指導

の効果を一ພ高めるよう求めています。 

これまで、特別支援教育における各教科等の指導

計画の作成にဴたっては、児童・生徒等のታ・

を踏まえた学習活動となるようにし、学ƫ意ግを

高めることをഓ視してきました。 

また、児童・生徒等の学ƫ意ግをより高めるため

に、一人一人の理解や学習の進度に応じた教材を用

意したり、指導方法をᆍしたりすることを་切に

してきました。 

これらについて、デジタルを活用することで、よ

り効果的な指導がई能となります。例えƥ、児童・

生徒等一人一人の習得ඡੳに応じて、作成する教材

のႍ度を容にྔธすることができ、個に応じた

学習を展開しやすくなります。 

障害のඡ態等にᄔう学びにくさは様かつ個人௭が་きく、障害のない児童・生徒

等ࡒ上に個別的な対応が必要です。一人Ĩ༊の学習端末のธᅏが進ǈできたこの機を

え、デジタルを活用した教育活動の一ພの充実を෮進し、障害のある児童・生徒等

のई能性を་にࢂきഞしていきます。 

 

【都立特別支援学校と都立工業高校 

が連携した教育支援アプリの開発】 

【都立特別支援学校でのオンライン 

校外学習】 

【都立特別支援学校におけるタブレッ 

ト端末を活用した指導の様子】 
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スマートフォンや各種タブレット端末の普及を背景とした情報化社会の進展によ

り、障害のある児童・生徒等が将来、日常生活や卒業後の社会生活、職業生活におい

て、情報の収集、処理、発信及び判断などの基礎的な情報活用能力を活用し、個人の

生活や社会生活の質を高められるようにしていくことが求められています。 

また、情報通信ネットワークが急速に普及している現代においては、ＳＮＳ等を用

いたインターネット上のいじめ等も社会問題化しており、基本的な情報モラルの順守

の必要性や情報の発信に対する責任、情報セキュリティ等について教員がよく理解し、

その上で、児童・生徒等が適切に対応できる態度を身に付けられるようにすることも

求められています。 

 そこで、これらについての教員の理解を基に、「ＳＮＳ東京ルール60」の普及等を通

し、児童・生徒等が情報を選択したり、活用したりするための基礎的な能力、情報の

発信及び受信や、情報セキュリティに係る基本的なルールを身に付けられるよう、情

報教育を充実させていきます。 

また、新しい学習指導要領では、学習の基盤となる資質・能力として、情報モラル

を含む情報活用能力の育成を求めています。そこで、各都立特別支援学校が、コンピ

ュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用した学習活動の充実を図った

り、各種の統計資料等や視聴覚教材などの教材・教具の適切な活用を図ったりできる

よう促していきます。 

 

 

第一次実施計画に基づき、平成29年度にデジタル機器の活用事例集を作成・配布し、

デジタル機器の活用等について都立特別支援学校全校に周知しました。各都立特別支

援学校において、障害種別ごとに、タブレット端末等のデジタル機器を教科学習や自

立活動等の指導場面で、様々な形で効果的に活用を進めています。 

また、デジタル機器を活用した学習指導等を得意としている指導教諭による模範授

業等の公開を通して、デジタル機器を活用した指導内容・方法、ノウハウの普及を進

めています。 

 
60 都教育委員会が策定した、児童・生徒がいじめ等のトラブルや犯罪に巻き込まれないようにするとともに、学習への悪影響

を防ぐためのルール。平成 31 年に改訂し、「送信前には、誰が見るか、見た人がどのような気持ちになるか考えて読み返そ

う。」などがある。学校や家庭では、ＳＮＳ東京ルールを踏まえ、具体的なルールを定めることとしている。 

具体的な取組 

① 自立と社会参加を見据えた情報教育の充実 

② デジタルを活用した指導内容・方法の研究・開発 

（１）デジタルを活用した教育の充実 
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しかし、対ඉとなる児童・生徒等はᆳஃい年፼ພであること、また、児童・生徒等

の障害のඡ態等も様であることを踏まえ、体૩的に指導内容・方法のଞ・開発を

進めていく必要があります。さらに、一人 1༊端末配ᅏを踏まえて、ȂȘǛラȊンǛ

的౩考を育む指導内容・方法のଞ・開発、デジタル教材を活用した教育の充実、Ǖ

ンライン学習の෮進にりຎむ必要があります。 

このため、「ŋņłŐņスマート・スクール・ȂȘジǒクト」によるৄ੩ธᅏを受

け、デジタルを活用した指導内容・方法のଞ・開発にりຎみます。これにより、

都立特別支援学校においては、障害種別やസ໔学ᆪによらƏ、児童・生徒等がデジタ

ル機器を用いて、効果的、効ጴ的な学習がபえるようにしていきます。 

 

ア 学習ೄ用ǲǣタȖ教ऎിf教ఔを用Źた指導ሑሓの開発 

都立視覚障害、聴覚障害、౺体ᆊ自ዡ、ᅸೕの特別支援学校の൚・ཨ学ᆪには、

൚・ཨ学校用のଙ定అ教科ിをౚ用している児童・生徒がいます。一人Ĩ༊端末

の配ᅏを機に、ഌ前からの౸の教科ിと学習ೄ用デジタル教科ി61をᇏ用する

の効果的な指導方法の開発をபっていきます。इえて、教科ിにമした学習ೄ

用デジタル教材を用いた効果的な指導方法の開発もபいます。 

また、都立視覚障害特別支援学校の児童・生徒については、一人Ĩ༊端末を活

用する前段ॎとして、障害のඡ態等により、端末の画面が見えなかったり、見え

にくかったりするඡੳに対応できるようにする必要があります。そこで、視覚障

害のある児童・生徒が端末の画面を見やすくできるǍȂリǜーǢȒンを導ႚし、

これを用いて効果的な指導がபえるようଞしていきます。あǄせて、ಌが必

要な児童・生徒については、ಌディスȂレイにᇌಌ等の情報をഞ力することで、

学習ೄ用デジタル教科ിを用いることができるようにしていきます。 

 

イ 学習ೄ用ǲǣタȖ教ఔの開発 

知的障害特別支援学校に୶けては、一ᆪ教科においてᇌᆪ科学൶ེ作教科ി62

が発பされていますが、ᇌᆪ科学൶によるこのེ作教科ിにമした学習ೄ用デ

ジタル教材63は用意されていないのが現ඡです。 

また、ኁの教科ി発ப会社による学習ೄ用デジタル教材の発பも見込めない

 
61 ౸の教科ിの内容の全ᆪ�ဃಗ的ᎩにᎩすることにᄔってᇥஏが必要となる内容をൊく。�をそのままᎩしたဃಗ的

Ꭹである教材�学校教育法第 34ඞ第ĩஶ及び学校教育法施பਊ໋第 56ඞのĬ� 
62 高等学校のႺ業、業、෯ౌ、家庭及びে୦の教科ിの一ᆪや特別支援学校用の教科ിについては、その೫要が൛なくኁ

による発பがৼできないことから、ᇌᆪ科学൶においてེ作・ᇨ集された教科ിがౚ用されている。ここでは、知的障害

特別支援学校用の教科ിを指す。 
63 学校教育法第 34 ඞ第īஶにਊ定する教材�ᇸൃ教材�。動画・ࣿฤやǍǶȌーǢȒン等のコンテンǯにより、教科等を学ƫ

ための資料やワークǢート等としてのዂআをもたせることができる。 
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ඡੳです。 

知的障害のある児童・生徒については、具体的な作を通じて౩考や判断、ᅳ

現ができるようにする指導が効果的な場がく、タブレット端末などを用いて

学習ೄ用デジタル教材を作しながら学Ʈるようにすることで、より効ጴ的に学

習内容を習得できるようになることがৼできます。 

そこで、一人Ĩ༊端末の配ᅏを機に、知的障害のある児童・生徒が各自の端末

を用いて効果的、効ጴ的に学習内容を習得できるよう、ᇌᆪ科学൶ེ作教科ിに

മした学習ೄ用デジタル教材を都ၤ自に開発していきます。 

なお、開発した学習ೄ用デジタル教材は、知的障害॒ࡒの都立特別支援学校に

ఓฺする、知的障害をᇏせዛする児童・生徒にも活用できるようにします。 

 

Ǒ 支援৯のౚŹሑのଞ 

都立特別支援学校には、端末をି定するための器具やࣿฤ読み上ƇǨフトなど、

児童・生徒等の障害のඡ態等にǄせた支援機器が導ႚされています。 

これらの支援機器をより効果的にౚ用できるようにするために、事例の収集

をபい、「教育ड࿘ᇨ成・実施・理๊ነ会」などの機会を通して都立特別支援学

校全校に周知しዛすることで、児童・生徒等の障害のඡ態等にǄせた一ພ効

果的なౚ用を促していきます。 

 

 

�௺ૡg第Ĩൻ-Ĩ-(1)-җ�P.39�� 

 

 

知的障害特別支援学校॒ࡒの都立特別支援学校には、൚学校等にമƏる教育ड࿘が

็མされています。しかし、学校によっては、この教育ड࿘で学ƫ児童・生徒のが

൛ないことから、たち၍ౠで学びう場面がられる場があります。 

学習の活性化を図るため、മƏる教育ड࿘で学ƫ၍じ学年の児童・生徒が一ഽに授

業を受けられる機会をຕഞする必要があります。 

そのため、ଞ指定校に指定した၍一校種のᆷの都立特別支援学校において、あ

らかじめ年の指導計画をǄせるなどした上で、学校をǕンライン上でつなƃ、

ともに授業を受けられるようなຎを進めていきます。 

また、こうした授業を通して児童・生徒がよりくの学びを得られるようにするた

めに、ଞ指定校のᎌጛをቹにし、授業の実施方法をଙ၀するようにしていきます。 

 

Ҕ ॺ指導ጅፚを၃ƳえたȂȘǛȔȊȞǛ教育の෮ු 

ҕ മƏǀ教育ड࿘ƠſƆǀデジタルを活用したとの၍ॺ 
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፭Ꭼī年度ࡒவに高等ᆪへႚ学する生徒については、一人Ĩ༊端末ৄ੩で学習する

ことを計画しています。一方で、視覚障害、聴覚障害、౺体ᆊ自ዡ、ᅸೕの特別支援

学校の高等ᆪの教育ड࿘の基മとなる特別支援学校高等ᆪの学習指導要領において、

科ኬஓ成が་きくᇥஏされました。 

また、知的障害特別支援学校についても、特別支援学校高等ᆪの学習指導要領の改

訂により、知的障害のある生徒のための各教科の内容が་ᆳに改められたとこǂです。 

そこで、「高等ᆪにおける一人Ĩ༊端末活用ଙ၀委員会�ंൺ�」を立ち上Ƈ、学習

指導要領がಘしている内容をᇀืし、ᇀืଅ果に基づき、高等ᆪにおける一人Ĩ༊端

末を用いて学ƫことが適している内容をཬഞし、この内容を習得するための効果的な

指導内容・方法のଞをபっていきます。 

 

 

ཨ࣡ǂう学校は、་学進学をኬ指したཨ高一聴覚障害特別支援学校として開校

し、くの卒業生が་学等に進学しています。この進学๐について、よりᆳஃい対ඉ

のཨから選択できるようにする必要があります。 

都立高校等には、ኁ事業ೄが開็する学習支援ǍȂリǜーǢȒン等を活用し、学

力୶上を図っている生徒がいます。こうした学習支援ǍȂリǜーǢȒン等のく

は、ಌቝᅳಘに対応していないことから、聴覚障害のある生徒にはౚいにくいඡੳが

あります。 

そこで、ࣿฤ情報をᇌಌ化するǍȂリǜーǢȒンとのᇏ用をபうなどして、ཨ࣡ǂ

う学校の生徒の学習支援ǍȂリǜーǢȒン等の活用のई能性について、ଞ・開発を

பい、デジタルを活用した進学指導の一ພの充実にりຎǈでいきます。 

 

 

都立特別支援学校には知的障害の࿘度がഓい児童・生徒がఓฺしています。都教育

委員会は、前ૡのとおり、ᇌᆪ科学൶ེ作教科ിにമした知的障害のある児童・生

徒のための学習ೄ用デジタル教材の開発をபいますが、児童・生徒の障害の࿘度によ

っては、これらの教材が児童・生徒のႡ知の発༥にഋᇀに適しないこともあります。 

そこで、ኁ事業ೄ等が開発しているǍȂリǜーǢȒン等のཨで、知的障害の࿘度

がഓい児童・生徒が学習するに、効果的に活用できるものについて、ଙ၀委員会を

立ち上Ƈてᇀืをபいます。その上で、選定したǍȂリǜーǢȒン等をモデル校に導

ႚし、児童・生徒が実に効果的に活用できるよう、指導方法のଞをபっていきま

җ ྐॲඏ॔教育ƠſƆǀුॺ指導ƭのデジタル৯の活用 

Ҙ ཐ的ඏ॔の࿘ဗƁഓŹಋၔ・ภညのデジタル活用ኜの४་ 

Җ ஸ့ᆪƠſƆǀࡴ１༊༾ቨを用Źた指導内容・方法の開発 
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Җ ஸ့ᆪƠſƆǀࡴ１༊༾ቨを用Źた指導内容・方法の開発 

113 

す。 

なお、ଞの成果は、知的障害॒ࡒの都立特別支援学校にఓฺする、知的障害をᇏ

せዛする児童・生徒にも活用できるようにします。 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟  

１ 

｠
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
た
教
育
の
充
実 

① 
自立と社会参加を見据
えた情報教育の充実 

「ＳＮＳ東京ルール」
の普及等 

・都立特別支援学
校から研究指定校
を指定 
・情報セキュリティ
等に係る指導モデ
ルを開発 

 

・研究指定校の実
践を基に指導資料
を作成 
・指導資料を各学
校に配布し、年間
指導計画の立案時
の活用を促進 

② デジタルを活用した指導内容・方法の研究・開発 

  

ア 学習者用デジタ
ル教科書・教材を
用いた指導方法の
開発 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・指導方法の開発
（都立視覚障害・聴
覚障害・肢体不自
由・病弱特別支援
学校の小・中学部） 

 

 
 
 
 
 
・研究成果を各校
に周知 

イ 学習者用デジタ
ル教材の開発 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・学習者用デジタル
教材の開発 
（都立知的障害特
別支援学校小学部
の算数） 

・学習者用デジタル
教材の開発 
（都立知的障害特
別支援学校中学部
の数学） 

・成果検証 
・さらなる教材作成
を検討 

ウ 支援機器の使
い方の研究 

（新規事業） 支援機器活用の好
事例収集と周知  

  

③ 
学習指導要領を踏まえ
たプログラミング教育
の推進 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・推進委員会を設
置し、指導方法の
開発や好事例の収
集を実施 

 ・推進委員会の成
果を全都立特別支
援学校へ普及 

④ 
準ずる教育課程におけ
るデジタルを活用した
他校との共同学習 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実  

研究指定校におけ
る同一校種他校と
の共同学習 

  

⑤ 
高等部における一人１
台端末を用いた指導内
容・方法の開発 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・活用検討委員会
における指導内容・
方法の研究 
・研究指定校にお
ける取組を各都立
特別学校へ周知 

 

 
 
 
 
 
・研究指定校以外
の学校における取
組状況を把握 

⑥ 
聴覚障害教育における
進学指導へのデジタル
機器の活用 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

中央ろう学校にお
ける学習支援アプ
リケーション等の導
入による進学指導
の充実 

  

⑦ 
知的障害の程度が重い
児童・生徒のデジタル
活用場面の拡大 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・検討委員会におけ
る指導方法の研究 
・研究指定校にお
けるアプリケーショ
ンの試行 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
・試行結果を都立
特別支援学校全校
に周知 

 

Ⴉ૱ब 
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デジタルの活用を෮進することは、個別適な学びや体的・対Ꭽ的な学びを実現

していくためにഓ要です。ௗ後、個々の障害のඡ態に応じたきめかい対応を一ພ෮

進するため、デジタルਙടの活用をஏに४་し、障害にᄔう学びにくさをଲするƕ

けでなく、たち一人一人の学びの୶上を図っていくことがৼされています。 

新コȘǵウイルスশ൵が४་するཨ、都は、ேのľŀľĸスクールஓມの前ရ

しにᄔい、፭Ꭼĩ年度ཨに、都立特別支援学校൚・ཨ学ᆪにおける一人Ĩ༊端末や必

要となる支援機器等のธᅏをபいました。 

また、デジタルを活用した教育を෮進する「ŋņłŐņスマート・スクール・ȂȘ

ジǒクト」をइ速化し、፭ᎬĪ年度ཨに都立特別支援学校全校の校内ኅŃĸＮৄ੩

ธᅏを進めるとともに、各校のデジタル活用を支援するため、ຎ事例のዛや全校

へのデジタルǠȈーター64の常ཱུ配མをபい、教員のデジタル活用のຳ的な能力を

高めるため、校内での෮進のཨ७を༶う教員୶けのଞೲ等を実施してきました。 

高等ᆪにおける一人Ĩ༊端末については、ཨ学校段ॎで一人Ĩ༊端末のৄ੩により

学ǈƕ生徒が進学する፭Ꭼī年度の新ႚ生から、各校がᆷの様のཨからたち

の障害の特性に応じて適切な端末を選択し、生徒സዛの端末として活用できるຎみ

を導ႚします。その上で、端末等のமႚに係るᇱ୦ೄのᅉ用ᆟ༶については、学ൕ

፱事業65の४充により適切に支援します。 

これらのຎで、デジタルの活用を一ພ෮進することにより、「学び方改ॹ」�一人

一人の理解度や進み方に応じた個別適な学び、また၍ౠの体的・対Ꭽ的な学

びを実現�、「教え方改ॹ」�学習ȘǛを活用したǓǾデンスȄースǴの指導や、Ǿック

データの活用、ᇀืにより授業の改を実施�、「။き方改ॹ」�にきめかく৳り

うため、校ኃを効ጴ化し、教員が生徒と୶きうಐを॰ᇱ�のూつの改ॹを実現

していきます。 

 

 

 
64 デジタル活⽤のスキルを持った๔⾨⼈材等であり、教員に対してデジタル機器の効果的な活用方法のଞೲや、校内のŀĺŋ

ৄ੩のᇱ守ࢥ用支援など、教員とᎌૢしてデジタルを活用した教育活動をਙട的に支援している。 
65 特別支援学校への学のためにᇱ୦ೄ等がᆟ༶する૪ᅉの一ᆪをᇱ୦ೄのᆟ༶能力の࿘度に応じて支するもので、ᇱ୦ೄ

のᆟ༶をଲすることにより、特別支援教育を普及ൕ፱し、教育の機会ઍ等を実現することをኬ的としている。 

（ĩ）デジタルを活用した教育を෮ුƎǀたƶのৄ੩ธᅏ 

① ŋņłŐņǤȉ|ǳ・Ǥǚ|ル・ȂȘジǒǚǳの෮ු 

具体的な取組 

第
２
部 

第
３
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅲ
）　  

変
化
・
進
展
す
る
社
会
に
対
応
し
た
特
別
支
援
教
育
の
推
進

115



116 

 

 

都立聴覚障害特別支援学校では、聴覚の活用や、୵Ꭽ、手Ꭽ、指ᇌಌ等、児童・生

徒等の障害のඡ態に応じて様なコȊュǶǜーǢȒン手段を活用して指導をபって

います。 

また、ᇸ聴器や人内ಚをົ用した児童・生徒等の聴覚の活用をᇸൃするため、集

ཆᇸ聴Ǣステȋを配ᅏするとともに、動画やᇌಌ等により視覚からの情報༥をபう

ため、ဃோᄜや「見える校内ሐ送66」を活用するなど、様々な機器を活用して情報

ᇱ障67の充実を図ってきました。 

ઝ年、デジタル化の進展にᄔい、৻็のǢステȋよりも高ࣿ質・高ഞ力な集ཆᇸ聴

Ǣステȋや、高いࣿฤႡಡ機能をもちᇥহの൛ないࣿฤ情報をᇌಌ化するǍȂリǜ

ーǢȒンが開発されており、 ேのľŀľĸスクールஓມ等による一人Ĩ༊端末のธ

ᅏが進み、デジタル機器を活用した情報ᇱ障の充実がई能となってきています。 

このため、都立聴覚障害特別支援学校全校にデジタルಠの集ཆᇸ聴Ǣステȋ及びࣿ

ฤ情報をᇌಌ化するǍȂリǜーǢȒンを導ႚし、児童・生徒等一人一人の障害のඡ態

や教育活動の場面に応じた適な情報ᇱ障の実現を図っていきます。 
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どを動画、อ画ቦはテキストをሐࢭすることによって見えるようにし、情報を࿓するຎみ。 
67 情報を収集することができない方に対し、代手段を用いて情報を࿓すること。一ᄤ的には、聴覚障害のある方に対する

コȊュǶǜーǢȒン支援を指す。 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

㖲 

｠
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
た
教
育
を
推
進
⼠
⽒
た
⽈
の
ৄ
੩
ธ
ᅏ 

① 
㖍㖈㖄㖒㖈ؓ՛・
פל՛ル・プロジפ
の推進 

・小・中学部におけ
るಋၔ・ภည一㕱
༊༾ቨの配ᅏ・活
用 
 
・ஸ等部における
ภည一㕱༊༾ቨ
のธᅏに୶けた検
討・മᅏ 
 
・都立特別支援学
校全校への校内ኅ
 LAN ธᅏ・活
用 
 
・デジタルؒתータ
ー(ICT 支援員)の
配置 
 
・中७教員ጊ成研
ೲの実施 
 
 
・ျ校ኃ支援
シテؕの設計・
開発 

・小・中学部におけ
るಋၔ・ภည一㕱
༊༾ቨの活用 
 
 
・ஸ等部のภည一
 㕱༊ ༾ቨのธ
ᅏ・活用 
（1 年ภ） 
 
・都立特別支援学
校全校への校内ኅ
 LAN ธᅏ（ໃ
੫）・活用 
 
・デジタルؒתータ
ー(ICT 支援員)の
配置 
 
・中७教員ጊ成研
ೲの実施 
 
 
・ျ校ኃ支援
シテؕのཌॎ的
घ။ 
 
・ஸ等部のภည一
㕱༊༾ቨ等のம
入に係るᇱ୦者ᆟ
༶を支援 

 
 
 
 
 
・ஸ等部のภည一
 㕱༊ ༾ቨのธ
ᅏ・活用 
（1ゆ2 年ภ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・自ጳ的にデジタ
ル活用推進を༶う
教員を育成 
 
・ျ校ኃ支援
シテؕのࢥ用 
  

 
 
 
 
 
・ஸ等部のภည一
㕱༊༾ቨのธ
ᅏ・活用 
（1ゆ2ゆ3 年ภ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

② 
聴覚障害教育におけ
る情報ᇱ障のデジタ
ルँの推進 

（新規事業） デジタルಠ集ཆᇸ
聴シテؕやࣿฤ
情報をᇌಌँ֘る
アプリケーションの
導入・活用 

  

③ 
ᅸೕ教育におけるデ
ジタルを活用した教
育の充実 

・病ࢇ内ሞኴ教育
における病弱教育
支援員のჃଧやタ
༾ቨの活ء؋
用による学習機会
の充実 
・病ࢇ内ᇀ教ಬに
おけるᇀිؑآ
の配ᅏ・活用によ
る学習支援 
（R3） 

・病ࢇ内ሞኴ教育
における病弱教育
支援員のჃଧやタ
༾ቨの活ء؋
用による学習機会
の充実 
・病ࢇ内ᇀ教ಬに
おけるᇀිؑآ
の配ᅏ・活用によ
る学習支援 
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ĩ ᇥँƎǀ社会ƠſŹƛ自立しƛภƂǀたƶのの育ถ 

 

 

 

 

 

都教育委員会は、学校事の防及び事発

生ಐの対応について、校ྙᎌጛ会、ᆱ校ྙᎌጛ

会等の機会に理職୶け๊ነ及びଞೲを実施

するとともに、ቚଈの資料発ப、発生ಐの個別

対応�学校ሞ問等�により、都立特別支援学校

を支援しています。 

ௗ後も、ᆟോ・ப方ᆊነ、学校॒の事への

対応、日常生活のཨでしうる事や事ଉ

等の৭や、དූなどの様々なఆ害に対して、

自ら身のࡊ全を॰ᇱし、適切なப動がれる

よう、都立特別支援学校のࡊ全教育・防ఆ教育

を෮進していくことが必要です。 

各学校の指導に資するよう、平成 30年度に

作成したリーフレット「ࡔམ情報�ľŇＳ�機

能を活用したࡊ全・ࡊなဎऀ校に୶けて」の

周知のưか、校内での事のቴ防を図る

ための方策や、児童・生徒等が事や事ଉ等にǄないようにするための方策などに

ついて、校ྙᎌጛ会等を通じてቚଈ情報࿓をபい、都立特別支援学校への支援を૫

໗します。各学校においても、児童・生徒等が通学ཨにདූなどにしたの対応

方法を学Ʈるよう、指導を૫໗していきます。   

また、校内で事が発生してしまったには、都立特別支援学校と東京都学校૪ࢪ

支援センターがᎌૢし、児童・生徒等のᅇ害を൚化することができるよう、必要な

支援をபいます。 

 

 

 

 

 

（１）ዲಋ・ಋၔ・ภညのࡊ॰ᇱƠ୶Ɔたሻఆ教育့の෮ු 

具体的な取組 

① ၟᇠ౫࣍ॺƠſƆǀࡊ・ሻఆƠƎǀ指導の充実 
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ೣ都ྞऀདූ等、都౦機能にෆなᅇ害をもたらすఆ害等が発生した場にྙৼに

Ǆたるᅊႍ生活をዬਕなくされることをມ定し、平成 29 年度から、都立特別支援学

校全校において、ഗძ防ఆોᎉを実施しています。新コȘǵウイルスশ൵の४་

ඡੳを踏まえ、新たに、শ൵対策等ᆷのड題に対応したᅊႍ生活を見ขえたોᎉ

が必要です。 

ఆ害等が発生した場においても、児童・生徒等及びᇱ୦ೄ等のࡊ全を॰ᇱするた

めに、དࡰഉኁ等とᎌૢした実的なഗძ防ఆોᎉを૫໗していきます。 

また、都教育委員会では、শ൵対策をじたഗძ防ఆોᎉの実事例を収集し周

知するとともに、শ൵対策を踏まえて、効果的なഗძ防ఆોᎉの方法をଙ၀し、実

施していきます。 

 

 

これまで、都教育委員会では、「新コȘǵウイルスশ൵対策と学校ࢪࢥにす

るǗイǴライン�都立学校�」を策定し、都立特別支援学校においてはǗイǴラインを

踏まえたশ൵対策に基づく教育活動を実施しています�ᅌቩশのई能性の高い活

動の、ጱや௶า配མに考ፄした活動のᆍ、শඡੳによるப事計画のᇥஏ等�。 

また、対策ᆾᆀの॰ᇱとして、Ǡーキュレーター・ĺņ2 ໐定器・൯ၣ用Ǔタノー

ル・শ൵対策用マスク等を各都立特別支援学校にธᅏしています。ௗ後もশ൵対

策等を࿌していくことで、都立特別支援学校のࡊ全・ࡊを॰ᇱしていきます。 

あǄせて、শ൵対策をじたࡊ全なப事実施方法�Ǖンラインなどデジタルのู

ઇ的な活用෮進�のൾऴ等により、শ൵対策を࿌した教育活動を෮進していきま

す。 

  

② ၟᇠ౫࣍ॺƠſƆǀഗძሻఆોᎉの充実 

Ҕ ǞȘǵखを၃Ƴえたশ൵పの࿌ 

   

 
 

 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症対策と  
学校運営に関するガイドライン  

【都立学校】 
 

～学校の「新しい日常」の定着に向けて～ 
 

改訂版 ver.４.1 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年２月９日 
東京都教育委員会 

 
 
 

৾校では、ഉをଆएञीのৌੁをষढてःます
児童・生徒のみなさんが安心して登校できるように、以下の取組を実施します

教室に入る前に健康チェック
● 健康観察票を確認
● サーモグラフィなどを使った検温

よく手を触れる場所の消毒
● ドアノブ、スイッチ、手すり、
窓わくなどを１日１回以上消毒

十分な換気の実施
● 教室のドアは常時開放
● 30分に一度は窓も開放

身体的距離（１～２ｍ）の確保
● 列ができそうな場所には、立ち
位置をマーキング

校内放送などで注意喚起
● 休み時間の後や、給食前の手洗い
● 定期的な換気の呼びかけ

教職員の健康管理
● 教職員も出勤前に毎朝検温
● 学校にいる間はマスク着用

こんな
ときは…

学校で感染症が疑われる症状が見られた場合は、別室等で対応します。
また、教職員等は、マスクやゴム手袋、フェイスシールドなどの
感染症対策をとって対応します。ご理解をお願いします。

学校で感染症が疑われる症状が見られた場合は、別室等で対応します。

列ができそうな場所には、立ち

健康チェック
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取

組

分

野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 

(第一次実施計画) 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

⺺ 

１ 

⺻
ዲ
ಋ
・
ಋ
ၔ
・
ภ
ည
の
ࡊ

॰
ᇱ
Ơ
୶
Ɔ
た
ሻ
ఆ
教
育
့
の
෮
ු 

① 

ၟ別支援学校における

・ሻఆに֘る指ࡊ

導の充実 

・校ྙᎌጛ会等に

おける事のቴ

ሻに୶けた

指導・ൃସ 

・事発ภ時に東

京都学校૪ࢪ支

援センター学校

のࣤを支援 

・校ྙᎌጛ会等に

おける事のቴ

ሻに୶けた

指導・ൃସ 

・事発ภ時に東

京都学校૪ࢪ支

援センター学校

のࣤを支援 

 

  

② 
ၟ別支援学校における

ഗძሻఆોᎉの充実 

都立特別支援学

校全校֦のഗძ

ሻఆોᎉの実施 

শ൵పを

֗たഗძሻఆો

ᎉの全校実施  

  

③ 
खを踏まえたশロר

൵పの࿌ 

ンを၃י؞יס

ֽևたশ൵

పや教育活၌の

推進 

ンを၃י؞יס

ֽևたশ൵

పや教育活၌の

推進 
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分

野 

個別事業 
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令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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ᇱ
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教
育
့
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෮
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֗たഗძሻఆો
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③ 
खを踏まえたশロר

൵పの࿌ 
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ֽևたশ൵
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平成 28 年ĭଈに施பされた公職選ੑ法68の一ᆪ

を改ฝする法ጳによる選ੑଚ年፼のࢂきऀƇ69にᄔ

い、ఓ学ཨからேや社会の様々な問題を自ᇀの問題

としてえ、考え、判断する力をጊうため、都立特

別支援学校におけるଚೄ教育を෮進しています。

具体的には、൚・ཨ学ᆪにおいて「社会」�「たち

のくらしを守る日本ேକ法」や「ഉኁとしてのད方

のทಓ」�等の教科を通した学習指導や、係活動・

委員会活動等の体ଫ学習を通じて、社会の一員とし

ての自覚を育ǈでいます。 

また、高等ᆪにおいては、ଚೄ教育に係るリー

フレット「都立特別支援学校高等ᆪଚೄ・൯ᅉೄ

教育෮進リーフレット 18 ఄから成人になるとい

うこと」や新ᇍ等の活用

を෮進するとともに、ମ

໋として選ੑଚ年፼�ተ

18ఄ�にြ༥する前まで

に「現代社会」等の科ኬ

や、དࡰの選ੑ理委員

会のഞ前授業の活用、生

徒会選ੑの機会等を通

じて、ଚೄや選ੑの意

ਟ、具体的な選ੑのຎ

みを指導しています。 

 
68 ਢࢇਢ員、ౄਢࢇਢ員、ད方公ཆ体のೣྙ、ད方ਢ会ਢ員のつの公職について定や選ੑ方法などを定めた法ጳ�൨

Ꭼ 25年法ጳ第 100� 
69 公職選ੑ法の改ฝにより、選ੑଚ年፼を 上からࡒ20ఄ 18 きऀƇること。平成ࢂ上にࡒఄ 28 年ĭଈ 19日から施ப 
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① ၟᇠ౫࣍ॺƠſƆǀଚೄ教育・൯ᅉೄ教育の充実 

具体的な取組 

18 歳から成人になるということ

都立特別支援学校高等部 
主権者教育・消費者教育推進 リーフレット 

 平成 28 年６月に「公職選挙法等の一部を改正する法律」が施行され、現在は、満 18
歳以上の人に選挙権があります。 

そして、令和４年に「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が満 20 歳か
ら満 18 歳に引き下げられることになりました。 
 成年年齢が満 20 歳から満 18 歳に引き下げられることにより、特別支援学校高等部在
学中から自らの判断で契約ができるようになります。 
 高等部生徒の皆さんは、社会の一員として生きるために必要な知識をもち、「消費者」
として正しく判断して生活を営む実践力を身に付ける必要があります。 
 保護者の皆様には、都立特別支援学校 での主権者教育と消費者教育の概要について御
理解いただき、主権者教育と消費者教育の推進に御協力をお願いいたします。 

令和２年２月 

東京都教育委員会 

～都立特別支援学校高等部生徒と保護者の皆様へ～ 

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

と し て 学
ま な

ぶ こ と

消費者
しょうひしゃ

とは

契約
けいやく

にはルールがある

かしこい消費者
しょうひしゃ

になろう

皆
みな

さんは、現
げん

在
ざい

、一人
ひ と り

の消費者として 商 品
しょうひん

やサービスを 購 入
こうにゅう

して、
それらを利用しながら生活しています。 
 学校では、買

か
い物

もの
の仕

し
組
く

みや消費者の役割
やくわり

等の基本的
き ほ ん て き

な内容
ないよう

から、金
きん

銭
せん

の管
かん

理
り

、売
ばい

買
ばい

契
けい

約
やく

の仕組み、商品やサービスを選ぶために 情 報
じょうほう

を活用
することや自分や家族

か ぞ く
の「消費生活」が周

まわ
りの環

かん
境

きょう
や社会に及

およ
ぼす影

えい

響
きょう

についてなど、将来にわたって社会生活を 営
いとな

む上
うえ

で大切なことを学
まな

びます。 

成人
せいじん

になると、一人で「契約」ができるようになり、高
こう

額
がく

な商品等を購入
する契約や携

けい
帯
たい

電
でん

話
わ

の契約等が保護者
ほ ご し ゃ

の同意
ど う い

がなくてもできるようになります。 
ただし、契約には、法律 上

じょう
の責

せき
任
にん

が 伴
ともな

うため、一方的
いっぽうてき

にやめにする（取
と

り消
け

す・解
かい

除
じょ

する）ことは原
げん

則
そく

的
てき

にできません。 
 成

せい
年
ねん

年
ねん

齢
れい

の引
ひ

き下
さ

げ（18 歳から成人になること）により、今までは「未成
いま み せい

年
ねん

者
しゃ

取消権
とりけしけん

」で守
まも

られていた、18 歳や 19 歳の人が消費者トラブルに巻
ま

き込
こ

まれる心
しん

配
ぱい

があります。高等部
こうとうぶ

在 学 中
ざいがくちゅう

から契約についての決
き

まりや制度等を
よく理

り
解
かい

して、消費者トラブルに遭
あ

わないように 十
じゅう

分
ぶん

注意しましょう。 

高等部卒
そつ

業
ぎょう

後
ご

は、自分一人で商品やサービスを購入する場面
ば め ん

がたくさんある
かもしれません。正

ただ
しい金銭の管理

か ん り
（無

む
駄
だ

遣
づか

いをしない等）はもちろん、本当
ほんとう

に
自分にとって必要

ひつよう
なものであるか、商品やサービスについて聞

き
いたり調

しら
べたりし

た 情
じょう

報
ほう

が正
ただ

しいかどうか等を常
つね

に考えながら行
こう

動
どう

することが重 要
じゅうよう

です。
皆さん一人一人が「消費生活」についての知識をもち、自分で考え、行動する

ことが「かしこい消費者」になるための第一歩
だいいっぽ

です。 
購入した商品やサービスに問題

もんだい
があるなどのトラブルがあったときや、「消費

生活」について分からないことがあったときは、身
み

近
ぢか

な人や相
そう

談
だん

機
き

関
かん

等に相談し
ましょう。 

らすために 皆
み な

さんが考
かんが

えること、できること。 

消費生活相談
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主
し ゅ

権
け ん

者
し ゃ

と し て 学
ま な

ぶ こ と

主権者
しゅけんしゃ

とは
満
まん

18歳
さい

以上
いじょう

になると選挙
せんきょ

で 投 票
とうひょう

することができます。 
 学校

がっこう
では、 係

かかり
活動
かつどう

や委員会
いいんかい

活動、模擬
も ぎ

選挙等
とう

の体験的
たいけんてき

な 学 習
がくしゅう

、また、
日本
に ほ ん

や外国
がいこく

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

に見
み

られる様々
さまざま

な課題
か だ い

を自分
じ ぶ ん

と結
むす

び付
つ

けて 考
かんが

える学
習などをとおして、 将 来

しょうらい
の日本や自分が住

す
む地域

ち い き
の在

あ
り方

かた
を決

き
めることへ

の関
かん

心
しん

をもち、そのために必要
ひつよう

な知識
ち し き

を身
み

に付
つ

けます。 
学校
がっこう

生活
せいかつ

や 日 常
にちじょう

生活のあらゆる場面
ば め ん

で、自分の考えをもつこと、自分の
考えを 主 張

しゅちょう
できることや自分で選

えら
んだり決めたりすることを大切

たいせつ
にしてい

きましょう。 

選挙
せんきょ

運動
うんどう

にはルールがある
満 18 歳以上の人

ひと
は、有権者

ゆうけんしゃ
になるとともに、選挙運動期間内

きかんない
の選挙運動

が認
みと

められます。誰
だれ

でも自由
じ ゆ う

にできる選挙運動として、電話
で ん わ

での投票依頼
い ら い

、
街頭で出会った人などに投票を依頼することなどの他、ウェブサイト・ＳＮＳ
がいとう で あ ひと ほか

を利用
り よ う

した選挙運動も可能
か の う

です※。 
 ただし、選挙運動をする際

さい
は、公

こう
職

しょく
選挙法

ほう
等の法律

ほうりつ
や学校のルールを守

まも

る必要があることに注意
ちゅうい

しましょう。 
 満 18 歳未満の人は、一切

いっさい
の選挙運動ができません。 

投票
とうひょう

の方
ほう

法
ほう

を知ろう
障 害

しょうがい
のある方

かた
の投票を支援

し え ん
する制度

せ い ど
として、次

つぎ
のような制度があります。 

○ 「代理
だ い り

投票」…投票所
じょ

の事務
じ む

に従事
じゅうじ

する者が代筆
だいひつ

する 
  ○ 「点字

て ん じ
投票」…点字投票用

よう
の投票用紙

よ う し
や点字器

き
を使用

し よ う
する 

  ○ 「指定
し て い

病 院
びょういん

等における不在者
ふざいしゃ

投票」
…病院等への 入 院

にゅういん
・ 入 所 中

にゅうしょちゅう
の場合

ば あ い
に利用

り よ う
できる 

  ○ 「郵便
ゆうびん

等投票」…重度
じゅうど

の障害がある人が利用できる 
投票所での支援もありますので、必要に応

おう
じて活用

かつよう
しましょう。 

※注意  電子メールを利用しての選挙運動は、満 18 歳以上の有権者も含め、候補者や政党
で ん し ふく こ う ほ し ゃ せいとう

等
とう

以外の全
すべ

ての人ができません。

よりよい社会
し ゃ か い

をつくるために よりよく社会
し ゃ か い

で暮
く

投
票
箱

第
２
部 

第
３
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅲ
）　  

変
化
・
進
展
す
る
社
会
に
対
応
し
た
特
別
支
援
教
育
の
推
進
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さらに、፭Ꭼī年からの成年年፼ऀࢂƇに୶け、

ଚೄ教育の充実には൯ᅉೄ教育とᎌ付けた一

ພの指導が必要です。都立特別支援学校の教育ड

࿘ᇨ成・実施・理๊ነ会などにおける周知及び

各都立特別支援学校への情報࿓により、ଚೄ

教育・൯ᅉೄ教育にᎌする教科等の指導に対す

るൃସ等をபっていきます。 

また、知的障害のある児童・生徒に対するଚ

ೄ教育・൯ᅉೄ教育は、家庭やᇱ୦ೄの力が求

められます。そのため、前ഠのଚೄ教育及び൯

ᅉೄ教育にするリーフレットを都教育委員会Ȇ

ーȋȅージにૡఐし、ᇱ୦ೄへの周知を図るとと

もに、ேท選ੑ等のಐ機に応じて、生徒のဨᅲப

動を促しています。 

都立特別支援学校でのଚೄ教育及び൯ᅉೄ教

育を෮進するため、各校の生活指導༶ဴ教員等を

対ඉとした都立特別支援学校ଌ全育成ᎌጛਢ会70を活用して事例収集をபい、事

例を全校でዛしていくとともに、ଚೄ教育や൯ᅉೄ教育を充実させた教育ड࿘の

ᇨ成を支援し、都立高校等の学校็定教科「人と社会71」の教科ിの活用をଙ၀し

ます。 

また、ଚೄ教育にᎌして、ᇱ୦ೄが成年後見ฑ度についても知見を得られるよ

う、各都立特別支援学校からᇱ୦ೄに対して周知を図っていきます。 

 

 

都教育委員会では、都立特別支援学校ଌ全育成ᎌጛਢ会を年ĩष開௹し、生活

指導上のड題や指導事例をዛしています。都立特別支援学校内で発生するଌ全育成

にǄる事ଉは൛ないඡੳが໗いていますが、新コȘǵウイルスশ൵の影響

やデジタルৄ੩の進展にᄔい、これらの視からの事のቴ防等に୶けた生活指

 
70 特別支援学校におけるଌ全育成にǄるൂड題の解ଂや学校事の防に୶けた具体的方策等についてのਢ、各学校の生

活指導について情報ዛするためのਢ会。各都立特別支援学校の生活指導にǄる教員等がౄइする。 
71 ၗၝ教育とキȎリǍ教育を一体的に学習する都のၤ自の教科。都立高校全ड࿘及び都立ཨ等教育学校で、平成 28 年度からĨ

༳ࡔ必ጨೲで実施している。教科のኬᅮは、「अཏの理解をෆめる学習、選択・ப動にする能力を育成する学習、体ଫ活動な

どを通して、ၗၝ性をጊい、判断基മ�अཏ�を高めることで、社会的現実に൴らし、よりよい生き方を体的に選択しப

動する力を育成する。」である。学習は࣏習と体ଫ活動からなり、࣏習は、都教育委員会ེ作ᆾの教科ിをౚ用し、意見୪হの

ಐをഋᇀにとって、自ୂとࡣなるೄの意見や、自ୂと၍じ意見でもその理ዡがࡣなることなどを発見し、自ୂの意見とᄾ

ॵして、自ᇀの考えをஃƇることがȈイントになる。体ଫ活動では、ለ体ଫ活動にइえ、インターンǢッȂ等をபうことに

している。 

② ၟᇠ౫࣍ॺのಋၔ・ภညのଌ育ถの充実 

【都立特別支援学校高့ᆪのภည 

とਢࡿとのオンラインでのଣ୪হ】 

【ଚೄ教育のৄࡴとしƛ都立特別支援 

学校でಲ౮したȈǤタ|Ǟンǚ|Ȗ】 
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導の充実が必要です。 

都立特別支援学校における生活指導の充実に୶けて、障害のある児童・生徒等のଌ

全育成にǄるൂड題の解ଂ策や学校事の防に୶けた具体的方策等をଞ・ଙ၀

することをኬ的として、都立特別支援学校ଌ全育成ᎌጛਢ会をࢂき໗き開௹してい

きます。 

ௗ後は事の事例のዛにጽまらƏ、ＳＮＳのጦ用を含め、児童・生徒等の生活に

ቹཧしたड題をูઇ的にり上Ƈ、これらに係る事をቴに防ぐための方策をଙ၀

していきます。 

 

 

学習指導要領の改訂により新たにಘされた前ᇌでは、これからの学校に対して、児

童・生徒が自ᇀのよさやई能性をႡಡするとともに、持໗ई能な社会のຕり手となる

ことができるようにすることを求めています。教科等の学習を通じて身に付けた力を

統的に活用し、自ৄ੩や資ଳのዛ性等のཨで持໗ई能な社会をつくる力やଌ

அ・ࡊ全・ඳにする力など、現代的なൂड題に対応できるようにするための資質・

能力の育成が必要となっています。 

これらの資質・能力は、教育ड࿘全体を見ဍしつつ、それƓれの教科等のዂআをነ

॰にしながら、教科等ࣧ断的な視で育ǈでいくことが་切であることから、各都立

特別支援学校が教育計画を作成するにおいて、「ＳĻľŪ」の 17 の72からᎌす

る事ஶをଙ၀するなど「持໗ई能な社会のຕり手」の育成につながる学習場面を具体

的にࡔམ付けられるようにします。 

また、各都立特別支援学校のຎのཨから事例を収集し、「教育ड࿘ᇨ成・実施・

理๊ነ会」などの機会をえて、学校でのዛを図っていきます。このことによ

り、都立特別支援学校がདࡰの実態や児童・生徒の障害のඡ態等を踏まえつつ、学校

の特නを生かしたኬᅮや指導のഓを計画できるよう促していきます。 

  

 
72 持໗ई能な開発ኬᅮ�SDGsgSustainable Development Goals�。2015年 9 ଈのேᎌǠȊットでइኑேの全会一ཙでం択され

た「持໗ई能な開発のための 2030 Ǎジǒンǫ」にఐされた、2030 年までに持໗ई能でよりよいฌैをኬ指すேኬᅮ。「質

の高い教育をみǈなに」など、17のǟール・169 のターǝットからஓ成される。 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

㖲 

｠

႞
⼉
⽒
個
人
⼯
し
⼭


的
⼲
生
⼔
⽒
た
⽈
の

の
育
成 

① 
ၟ別支援学校にお
けるଚ者教育・൯
ᅉ者教育の充実 

ଚ者教育・൯ᅉ者
教育に係るリー؊ء
 の作成・配布

・教ऎ指導や体ଫ
学習をྫྷしたೂ会
の一員とし֥の自
覚のᤪጊ 
・ᇱ୦者への情報
࿓の充実 

  

② 
ၟ別支援学校の児
童・生徒のଌ育成
の充実 

都立特別支援学校
ଌ全育成ᎌጛਢ
会におփ֥指導එ
のड༎や指導事例
を共ዛ 

都立特別支援学校
ଌ全育成ᎌጛਢ
会におփ֥指導එ
のड༎や指導事例
を共ዛ 

  

③ 
社会の課༎にࣤし
た教育活၌の開 

（新規事業） ・教ऎ等の年間指
導計画におփ֥
「ಏ໗ईႷなೂ会
のຕ」の育成に
֣なる学習ኜ
を教育ड࿘එにነ
॰に֘るよう、指
導・ൃସ  

 
 
 
 
 
 
 
 
・各学校の設定状
況を集ዃした資料
を作成し、各学校
に配布 
・学校ሞኴ等の機
会をྫྷ֥֗好事例
を収集 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・都立特別支援学
校୶けの教育ड࿘
๊ነ会に֥、好事
例をൾऴ 

 

 

  

Ⴉ૱ब 
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例をൾऴ 

 

 

  

Ⴉ૱ब 
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Ī ሟƀなとଌƹƀな体を育ƵたƶのǤȈ|ǯ・ട教育့の෮ු 

 

都教育委員会はこれまで、東京 2020 Ǖリンピック・Ǽラリンピックਙ་会に୶

けたຎとして、「ኄ・ቴ来ȂȘジǒクト」などを通した特別支援学校へのǕリンピǍ

ン・ǼラリンピǍンჃଧ、ᇌ化ȂȘǛラȋ・学校ᎌૢ事業やዓれたຎをᅳൠするǕ

リンピック・Ǽラリンピック教育ǍワーǴ校の指定などの事業を෮進してきました。 

こうしたǕリンピック・Ǽラリンピック教育の成果を踏まえ、特別支援学校のレǗ

Ǣーとして障害ೄスȈーǯを通じた教育活動や、ട教育を一ພ෮進していきます。 

 

 

 

 

 

ア ඏ॔ೄǤȈ|ǯのᆗਸ 

都立特別支援学校は、平成27年度に都教育委員会

が作成した様々な障害ೄスȈーǯをൾऴするĻōĻ

や、平成29年度に都教育委員会が作成したスȈ}ǯ

教育෮進校73のຎに基づく実事例集をౄ考にし

て、新たな実施種ኬをଙ၀し、体育的活動や障害ೄス

Ȉーǯを通した୪ጺを充実させています。 

また、障害ೄスȈーǯ指導員74を活用し、児童・生

徒へのਙട指導を通じて指導の充実を図っていま

す。 

都教育委員会は、平成30年度から全ての都立特別

支援学校をスȈーǯ教育෮進校に指定し、新ਊ指定

校には用具等をธᅏしてདࡰとの୪ጺ等で活用できるようにしながら、፭Ꭼĩ年

度ಐで࣊Ʈ122種ኬࡒ上の障害ೄスȈーǯ等を実施しました。 

ௗ後も障害のある児童・生徒のଌやかな身体とを育むとともに、ูઇ的に

ೄとǄり、自立と社会ౄइに୶けたຍጊを身に付けられるよう、各校における

 
73 障害のある児童・生徒が生क़にǄたってスȈーǯにැしむ基礎をཝくことをኬ的に、障害ೄスȈーǯをりႚれた体育的活

動にഓ的にりຎむ都立特別支援学校。平成 27 年度から指定を開ౡし、平成 30 年度からは全都立特別支援学校を「スȈー

ǯ教育෮進校」に指定した。 
74 公ࢽఖཆ法人日本障がいೄスȈーǯ会及びइኑཆ体等が、公Ⴁ障がいೄスȈーǯ指導ೄฑ度に基づき資६Ⴁ定する指導ೄ

で、日本ே内の障害ೄスȈーǯの普及と発展をኬ指して、障害ೄスȈーǯのスȈーǯৄ੩をธᅏする上で๔的な知ಡ、ਙട

をዛする人材のጊ成、資質୶上をኬ的としている。 

（１）ඏ॔ೄǤȈ|ǯをྫྷƍた教育活၌の෮ු 

① ၟᇠ౫࣍ॺƠſƆǀǤȈ|ǯ教育෮ුಈ 

具体的な取組 

竹尾　康孝　≪ソーラン節≫

和田　啓太　≪どうぶつ≫三宅　那海　≪レインボーフラワーズ≫

髙宮　悠樹　≪すすめ！だんご！≫

障害者スポーツ等
指導事例集

平成３０年３月
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用具等のྩइやஏ新を図りながら障害ೄスȈーǯの普及を図っていきます。 

 

イ ே་वƹே་वで活でƂるの育ถ 

都教育委員会は、都立特別支援学校に対し

て、ǼラリンピǍン等のǍスリートのჃଧや、

౧のൣへい、་会ࣙดにᄔうᅉ用への支援を

பい、全ே་会等へのౄइを੫化しました。 

そのଅ果、፭Ꭼĩ年度は 36 人�Ǭーȋ�が

全ே་会等にഞ場しました。ࢂき໗き児童・生

徒が๔的な指導を定ৼ的に受けられるৄ੩

をธᅏし、ई能性をභƥすຎを૫໗する必要

があります。 

このため、障害のある児童・生徒が๔的な

指導を定ৼ的に受けられるよう、૫໗的に౧

をჃଧするなどの支援を૫໗していきます。 

また、選手の育成にዛࢽな公ಠಀやᎉ習ಀ

に係るࡤ動ᅉ用を支援し、対॒ಀ等の実施

をࢂき໗き促進していきます。 

 

 

 

 

都立特別支援学校では、児童・生徒一

人一人の発༥段ॎを踏まえるとともに、

障害のඡ態、体力の実態等に応じ、体力

୶上のຎを෮進する必要があります。 

これまで、都立特別支援学校のᆪ活動

に、๔的な知ಡやਙട等をዛする॒ᆪ

指導員を導ႚすることで、ᆪ活動にౄइ

する生徒の意ግの高ዶと能力のභྙを図

り、ᆪ活動のより一ພの充実を進めてきました。 

き໗きᆪ活動の充実を図るには、๔的かつ૫໗的な指導を受けられるようにすࢂ

ることがഓ要であることから、スȈーǯ指導にする教員のዓれた๔知ಡ・ਙ能を

ዛ効に活用することにइえ、各種ኬのǍスリート等、๔性の高い指導ೄをࢥ動ᆪ活

② 体・ਙ୶එƠ୶Ɔたᆪ活၌のව 

【都立特別支援学校のภညがౄइしたਆဪੜ都 
高့学校ႌಠኾ་व】 

【ೆŹƎǻǤǜットȇ|ȖをྫྷƍたǼラ 
リンǿアンとの୪ጺ】 

【都立特別支援学校とラǛǾ|ཌྷ子႘ 
༉ᅳとのオンライン୪ጺ】 
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イ ே་वƹே་वで活でƂるの育ถ 

都教育委員会は、都立特別支援学校に対し

て、ǼラリンピǍン等のǍスリートのჃଧや、

౧のൣへい、་会ࣙดにᄔうᅉ用への支援を

பい、全ே་会等へのౄइを੫化しました。 
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に係るࡤ動ᅉ用を支援し、対॒ಀ等の実施

をࢂき໗き促進していきます。 

 

 

 

 

都立特別支援学校では、児童・生徒一

人一人の発༥段ॎを踏まえるとともに、

障害のඡ態、体力の実態等に応じ、体力

୶上のຎを෮進する必要があります。 

これまで、都立特別支援学校のᆪ活動

に、๔的な知ಡやਙട等をዛする॒ᆪ

指導員を導ႚすることで、ᆪ活動にౄइ

する生徒の意ግの高ዶと能力のභྙを図

り、ᆪ活動のより一ພの充実を進めてきました。 

き໗きᆪ活動の充実を図るには、๔的かつ૫໗的な指導を受けられるようにすࢂ

ることがഓ要であることから、スȈーǯ指導にする教員のዓれた๔知ಡ・ਙ能を

ዛ効に活用することにइえ、各種ኬのǍスリート等、๔性の高い指導ೄをࢥ動ᆪ活

② 体・ਙ୶එƠ୶Ɔたᆪ活၌のව 

【都立特別支援学校のภညがౄइしたਆဪੜ都 
高့学校ႌಠኾ་व】 

【ೆŹƎǻǤǜットȇ|ȖをྫྷƍたǼラ 
リンǿアンとの୪ጺ】 

【都立特別支援学校とラǛǾ|ཌྷ子႘ 
༉ᅳとのオンライン୪ጺ】 
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動へൣへいし、問教諭や生徒が๔的な知ಡやਙടに基づくǍǴǻイス等を受けら

れるようにします。このことにより、ࢥ動ᆪ活動を通じたࢥ動意ግや体力・ਙ力の

୶上を図っていきます。 

 

 

  

都教育委員会は、特別支援学校の教員等からなる

各障害種別の体育ᎌኑ75が௹するਙ་会を௹

するとともに、་会ౄइに係るౄइᅉ等を支援して

きました。 

また、障害ೄスȈーǯをりႚれた体育的活動の

充実を図るスȈーǯ教育෮進校にǼラリンピǍン

等をჃଧするは、ઝ፥の൚・ཨ学校の特別支援学

ੇからౄइೄをᇻり、障害のある児童・生徒のਙ

機会を॰ᇱするຎを実施しました。さらに、こう

したຎ事例をત౦ྎ教育委員会の特別支援教育༶ဴ指導事等ᎌጛਢ会でൾ

ऴするなどにより周知を図りました。 

き໗き、障害のある児童・生徒の་会ౄइ等の෮進を図ることが必要であり、障ࢂ

害ೄスȈーǯのਙ機会の充実を図り、障害のある児童・生徒がኬᅮをもってスȈー

ǯにැしめるৄ੩をธᅏすることで、体性やスȈーǯにりຎむ意ግを高めていき

ます。 

また、各障害種別の体育ᎌኑが௹する、児童・生徒がഞ場できる障害ೄスȈーǯ

ਙ་会をࣅঌにࢪࢥできるよう、支援をபっていきます。 

 

 

�௺ૡg第Ĩൻ-Ī-(1)-Ҕ�P.70�� 

 

 

都教育委員会は、平成 27 年度から「スȈーǯ教育෮進校」を指定し、都立特別支

援学校における障害ೄスȈーǯをりႚれた体育的活動の充実を図ってきました。平

成 30 年度ࡒவは全校を指定し、校種やདࡰに応じた障害ೄスȈーǯの充実を෮進し

ています。 

 
75 視覚障害や౺体ᆊ自ዡなどの障害種別ごとに体育的活動の充実を図るためのཆ体。ᎌの特別支援学校等がౄइし་会ࢪࢥ

等をபっている。 

Ҕ ඏ॔ೄǤȈ|ǯのਙ会の४充 

ҕ ඏ॔ೄǤȈ|ǯのවƠ୶Ɔた౮็็ᅏの充実 

Җ ၟᇠ౫࣍教育のጫश້ුƠ୶Ɔたඏ॔ೄǤȈ|ǯをྫྷƍた୪ጺの෮ු 

【都立特別支援学校൚学ᆪでのȇッǬȎ 
特別೨業】 
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新コȘǵウイルスশ൵のশ४་前の፭Ꭼଭ年度においては、都立特別支援学

校の࣊Ʈ 60 校が൚・ཨ学校とȇッǬȎやǟールȇール等の障害ೄスȈーǯ体ଫを通

した୪ጺ等を実施し、࣊Ʈ 16 校が都立高校等とᆪ活動の၍ᎉ習などの୪ጺを実施

しました。 

障害ೄスȈーǯは、障害のある児童・生徒と障害

のない児童・生徒が対等なඞଉでਙできること

から、そのルールの習得や実のਙを通じて、ະ

ୗに理解をෆめ、୪ጺをෆめる上で、ઇめてዛ効な

ǯールとなり得ます。 

特別支援教育をこれまでࡒ上に෮進していくた

めには、都やત౦ྎ、係機はもとより、൚・

ཨ学校の通常の学ੇの༶任やᇱ୦ೄ、児童・生徒

等をཨとした一ᄤ都ኁに、障害のある児童・生

徒や特別支援教育、特別支援学校等について、ஃ

く理解を促進する必要があります。 

དࡰ・社会の人々が障害のある児童・生徒への

理解をஏにෆめられるよう、これまでのຎによ

りཡูした様々な障害ೄスȈーǯの体ଫ活動を活

用し、ࢂき໗き都立特別支援学校全校をスȈーǯ

教育෮進校に指定するとともに、新たに都立特別

支援学校 10校をスȈーǯ୪ጺ෮進校76に指定し、

都立特別支援学校とདࡰの൚・ཨ学校や都立高校

等、高፼ೄ施็等との୪ጺをஏに活性化すること

で、障害ೄスȈーǯを通じた୪ጺを一ພ進めていきます。 

また、ᆪ活動においても、ࢂき໗き൚・ཨ学校や都立高校等との୪ጺの機会が得ら

れるようにしていきます。 

  

 
76དࡰや社会の人々の障害のある児童・生徒への理解をஏにෆめることをኬ的に、障害ೄスȈーǯの体ଫ活動を通じた障害のあ

る児童・生徒とདࡰの൚・ཨ学校や都立高校等、高፼ೄ施็等との୪ጺにഓ的にりຎむ都立特別支援学校。፭Ꭼī年度か

ら指定を開ౡするያ定 

【都立特別支援学校とདࡰのཨ学校との 

オンラインにƽるタ|ǝットȇッǬȎ 

の๗୪ጺ】 

【都立特別支援学校とདࡰの高፼ೄ౮็b 

都立高校とのȇッǬȎにƽる୪ጺ】 
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組
分
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

１ 

｠
障
害
者
⽶
⾚
⼇
⾁
を
ྫྷ
⼟
た
教
育
活
၌
の
推
進 

① ၟ別支援学校におけるؒ՛教育推進事業 

  

ア 障害者ؒ՛
 のᆗਸ

全֥の都立特別支
援学校をؒー
教育推進校に指定 

全֥の都立特別支
援学校をؒー
教育推進校に指定 

  

イ ே大会׃ே
大会֦活֦
るの育成 

・ਙ་会等のࣙ
ดᅉの支援 
・๔ऌ等の౧
の૫໗的なჃଧに
よる支援 

・ਙ་会等のࣙ
ดᅉの支援 
・๔ऌ等の౧
の૫໗的なჃଧに
よる支援 

  

② 
・ਙ୶එに
୶けた部活၌のව 

各種ኬのアリー
等のൣへփによる
部活၌の充実 

各種ኬのアリー
等のൣへփによる
部活၌の充実 

  

③ 
障害者ؒ՛の
ਙ機会の拡充 

各障害種別の体育
ᎌኑ௹֘る
ਙ་会等のࢪࢥ支
援 

各障害種別の体育
ᎌኑ௹֘る
ਙ་会等のࢪࢥ支
援 

  

④ 
障害者ؒ՛のව
に୶けた施็็ᅏ
の充実 

事業実施校数をവ
४་ 

事業実施校数をവ
४་ 

  

⑤ 

ၟ別支援教育のጫश
້進に୶けた障害者
をྫྷ֗た୪՛ؒ
ጺの推進 

・障害者ؒーを
ྫྷ֗た学校間୪ጺ
の推進 
教育推進ーؒ・
校における୪ጺの
実践 
・障害者ؒーを
ྫྷ֗た障害のցる
者と障害のなփ者
とのະୗጫशのෆ
ँ 

・障害者ؒーを
ྫྷ֗た学校間୪ጺ
の推進 
教育推進ーؒ・
校及ֲؒー୪
ጺ推進校における
୪ጺの活ตँ 
・障害者ؒーを
ྫྷ֗た障害のցる
者と障害のなփ者
とのະୗጫशのෆ
ँ 
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ア ട૩་学့と連携したട教育の෮ුಈ業 

都教育委員会では、ട૩་学の力を得て、障害のある児童・生徒のട的

能力の発とභྙを図ることをኬ的として、ᅖടᇀኾをཨとした授業改をப

ってきました。具体的にはቚ年度、ട教育෮進校77Ī校がട૩་学の教員等を

ൣへいし、ᅖട等の授業改にりຎむとともに、その成果について、都立特別

支援学校等の教員を対ඉとした報ெ会で普及を図っています。ௗ後は、一人Ĩ༊

端末等を活用した಼やࢭໂ等のデジタルᅳ現など、児童・生徒のई能性をஃƇ

るട教育の४充が必要です。 

き໗き、ട૩་学の力を得て、障害の種፬や࿘度等に応じたട教育のࢂ

内容や方法についてଞ・開発及び授業改にりຎǈでいきます。 

また、新たなടにǄる๔家とのᎌૢによる授業実として、಼・ࢭໂ

等のデジタルᅳ現にするട教育を෮進していきます。具体的には、ട૩་

学とᎌૢした৻ໜのട教育෮進事業の૫໗にइえ、新たに๔学校等とᎌૢし、

一人Ĩ༊端末を活用した಼、ࢭໂ等のデジタルᅳ現に係る指導内容や指導方法

のଞ・開発をபい、その成果をஃく都立特別支援学校へ普及させていきます。 

 

イ ඏ॔ೄア|トのጫश້ු 

都内の特別支援学校�都立、ே公立、立�にఓฺするടにዓれたఁ能をዛ

する児童・生徒の発や、障害ೄǍートにする理解促進をኬ的としてǍートȂ

Șジǒクト

展78をቚ年度

Ĩष開௹し

ています。 

 

 

 

 

 
77 特別支援学校におけるട教育෮進をኬ的に、ട૩་学等の教員・学生とᎌૢを図りながらട教育の内容・方法につい

てଞ・開発をபう都立特別支援学校 
78 でたട的ఁ能をዛする児童・生徒を発して、そのട性の高い作ᆀをஃく都ኁに周知することにより、障害への理解

を促すための展ጥ会。特別支援学校にఓฺする児童・生徒から作ᆀをᇻ集し、選ƥれた作ᆀが展ಘされる。 

（ĩ）ട教育の充実 

① ട૩་ॺ့とᎌૢしたട教育の෮ු 

具体的な取組 

【፭ᎬĪႩဗဪੜ都特別支援学校ア|トプȘǣǒǚトの様子】 
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ア ട૩་学့と連携したട教育の෮ුಈ業 
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ൣへいし、ᅖട等の授業改にりຎむとともに、その成果について、都立特別

支援学校等の教員を対ඉとした報ெ会で普及を図っています。ௗ後は、一人Ĩ༊
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等のデジタルᅳ現にするട教育を෮進していきます。具体的には、ട૩་
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一人Ĩ༊端末を活用した಼、ࢭໂ等のデジタルᅳ現に係る指導内容や指導方法

のଞ・開発をபい、その成果をஃく都立特別支援学校へ普及させていきます。 

 

イ ඏ॔ೄア|トのጫश້ු 

都内の特別支援学校�都立、ே公立、立�にఓฺするടにዓれたఁ能をዛ

する児童・生徒の発や、障害ೄǍートにする理解促進をኬ的としてǍートȂ

Șジǒクト

展78をቚ年度

Ĩष開௹し

ています。 

 

 

 

 

 
77 特別支援学校におけるട教育෮進をኬ的に、ട૩་学等の教員・学生とᎌૢを図りながらട教育の内容・方法につい

てଞ・開発をபう都立特別支援学校 
78 でたട的ఁ能をዛする児童・生徒を発して、そのട性の高い作ᆀをஃく都ኁに周知することにより、障害への理解

を促すための展ጥ会。特別支援学校にఓฺする児童・生徒から作ᆀをᇻ集し、選ƥれた作ᆀが展ಘされる。 

（ĩ）ട教育の充実 

① ട૩་ॺ့とᎌૢしたട教育の෮ු 

具体的な取組 

【፭ᎬĪႩဗဪੜ都特別支援学校ア|トプȘǣǒǚトの様子】 

131 

ǍートȂȘジǒクト展では例年、

の来場ೄを得ており、፭ᎬĪ年度は

12日でዃ 2,500人の来場ೄがጥし

ました。 

さらに、ǍートȂȘジǒクト展で展

ಘされた作ᆀをೆ体にૡఐした都立特

別支援学校のスクールǻス�ラッピン

Ǜǻス�のࢥபにより、障害のある児

童・生徒がຕ作したട作ᆀのት力を

ஃくǍピールしました。 

ௗ後も都内の特別支援学校�都立、ே公立、立�にఓฺしている児童・生徒

を対ඉとしてട作ᆀのᇻ集をபい、障害のある児童・生徒のട活動を෮進す

るとともに、児童・生徒のዓれたఁ能が発৸される機会となるよう、ǍートȂȘ

ジǒクト事業を૫໗していきます。 

また、障害ೄǍートへの理解を一ພ促進していくためには、作ᆀのት力をஃく

発信していくことも་切です。そこで、インターネット上に新しく「Web ᅖട

�ंൺ�」を開็し、ǍートȂȘジǒクト展で展ಘした作ᆀをૡఐします。都教育

委員会が開௹する௹しなどのに、「Webᅖട�ंൺ�」についてஃ報し、くの

 。ጥを得られるようにしていきますࣂ

 

 

 

都教育委員会では、都立特別支援学校のᆪ活動෮

進の一ৄとして、དࡰの指導ೄのูઇ的導ႚを進め

てきました。ᇌ化૩ᆪ活動において、年࣊Ʈ 20࿘

度のᆪ活動でࣿॼやᅖട、ૺ࣏、ཥၗ、ञၗといっ

た様々なᇀኾの๔家等を 30 人࿘度ൣへいし、ᆪ

活動のවを図りました。ௗ後、都立特別支援学校

におけるᆪ活動වの一ৄとして、ዓれた指導ೄの

ูઇ的な導ႚを進めていく必要があります。 

これまでのຎを૫໗し、都立特別支援学校にお

いてࣿॼやᅖടの๔家、ૺ࣏の࣏ഞ家、ཥၗやञၗの๔家等、ዓれた指導ೄをൣ

へいし、児童・生徒へ指導すること等により、ࢂき໗きᆪ活動のより一ພの充実を進

めていきます。 

② ട・ᇌँƠ๔的なཐ見・ਙടをዛƎǀ指導ࡿを活用したᆪ活၌ව 

【ア|トプȘǣǒǚトのఢᆀをೆƭૡఐした 

ラッǿンǛǻǤ】 

【都立特別支援学校のಋၔfภညとདࡰ 
の་学ภとのࣿॼ୪ጺ】 
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 都教育委員会では、都内の特別支援学校�都立、ே公立、立�の児童・生徒が

体的にౄइし、日のടᇌ化活動の成果を発ᅳすることを通して、ຕ່するᇌ化活

動を促進するとともに、各校ະୗの୪ጺや都

ኁの理解を促進するため、東京都特別支援学

校ᇌ化ᎌኑと၍で「東京都特別支援学校ຳ

ᇌ化ఋ」を開௹しています。 

都教育委員会は平成 28年度から、東京都特

別支援学校ᇌ化ᎌኑ79について、「東京都特別

支援学校ຳᇌ化ఋ」を開௹するためのമᅏ

ຎදとしてのዂআにइえ、ᇌ化ఋにおける発

ᅳ内容のᇌ化的ࡔམ付けや教育効果等をଞ

するຎදとしてࡔམ付けました。 

また、İᆪのଞཆ体によるᇌ化活動、教

科指導のଞ等を実施するとともに、ᆪ別

の発ᅳ会や展ጥ会等により、ຳᇌ化ఋの充

実を図りました。ௗ後の開௹にဴたっては、শ

൵対策を踏まえながら、これまでのຎを

より一ພ充実させるとともに、່形ᅖടᆪ

やࣿॼᆪ、಼ ᆪや職業・作業ᆪ等、各

ᆪのଞ活動の੫化を図っていきます。 

  

 
79 特別支援学校児童・生徒のട・ຕ່活動の充実・୶上を図るとともに、障害のある児童・生徒にƪさǄしいᇌ化活動のව

・発展に資することをኬ的に、都内の特別支援学校及び都教育委員会によりຎදされたཆ体。「東京都特別支援学校ຳᇌ化

ఋ」を開௹している。 

Ҕ ဪੜဒၟᇠ౫࣍ॺຳᇌँఋ့の開௹ 

【ဪੜ都特別支援学校ຳᇌँఋプȘǛラȋ】 
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また、İᆪのଞཆ体によるᇌ化活動、教

科指導のଞ等を実施するとともに、ᆪ別

の発ᅳ会や展ጥ会等により、ຳᇌ化ఋの充

実を図りました。ௗ後の開௹にဴたっては、শ

൵対策を踏まえながら、これまでのຎを

より一ພ充実させるとともに、່形ᅖടᆪ

やࣿॼᆪ、಼ ᆪや職業・作業ᆪ等、各

ᆪのଞ活動の੫化を図っていきます。 

  

 
79 特別支援学校児童・生徒のട・ຕ່活動の充実・୶上を図るとともに、障害のある児童・生徒にƪさǄしいᇌ化活動のව

・発展に資することをኬ的に、都内の特別支援学校及び都教育委員会によりຎදされたཆ体。「東京都特別支援学校ຳᇌ化

ఋ」を開௹している。 

Ҕ ဪੜဒၟᇠ౫࣍ॺຳᇌँఋ့の開௹ 

【ဪੜ都特別支援学校ຳᇌँఋプȘǛラȋ】 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

㖲 

｠

ട
教
育
の
充
実 

① ട૩大学等とᎌૢしたട教育の推進 

  

ア  ട૩大学等
とᎌૢしたട教
育の推進事業 

・ട教育推進校
の指定 
・報ெ会におけるᅖ
ട等の೨業ूの
成果の普及 

・ട教育推進事
業の૫໗ 
・研究指定校を別
ထ指定し、಼・ࢭ
ໂ等に係る指導内
容・方法を研究・開
発 

 
 
 
 
 
 
 
・಼・ࢭໂ等の取
組成果を他の都立
特別支援学校へ普
及 

 

イ 障害者ア՛の
ጫश້進 

アープآジפל
等の開௹による
障害のցるಋၔ・
ภညのട活၌の
推進 

アープآジפל
等の開௹による
障害のցるಋၔ・
ภညのട活၌の
推進 

  

② 

ട・ᇌँに๔的֩
知見・ਙടをዛ֘る指
導ࡿを活用した部活
၌ව 

๔ตのஸփ指導
者のൣへփによる
部活၌の充実 

๔ตのஸփ指導
者のൣへփによる
部活၌の充実 

  

③ 
ဪੜဒၟ別支援学校
ຳᇌँఋ等の開௹ 

ຳᇌँఋ等の開
௹によるᇌँ活၌
の促進と各校ະୗ
の୪ጺ 

ຳᇌँఋ等の開
௹によるᇌँ活၌
の促進と各校ະୗ
の୪ጺ 

  

 

 

 

Ⴉ૱ब 

第
２
部 

第
３
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅲ
）　  

変
化
・
進
展
す
る
社
会
に
対
応
し
た
特
別
支
援
教
育
の
推
進
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